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【お問い合わせ】 国民健康保険課 ☎098－973－3202

国保税は届出をした日からではなく、国保に加入する資格を得た月から納めることになります。届け出が遅れている
間の医療費はやむを得ない理由がない限り、全額自己負担になります。

国保に入る届出が遅れると…

退職者医療制度とは、該当する方の給付費（自己負担分３割
以外の医療費）が一般国保加入者とは別に職場の健康保険から
の拠出金等によって賄われる制度です。
年金の受給権の発生した日が、退職者医療制度の対象となる

日です。次の用件をすべて満たす人とその６５歳未満の被扶養
者は退職者医療制度で医療を受けることになります。国保税の
計算方法や受けられる給付は一般国保加入者と同様です。
①国保に加入している６５歳未満の人
②厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人でその
加入期間が２０年以上、もしくは４０歳以降１０年以上ある人

※全ての手続きには
身分確認できるも
の（免許証や住民
基本台帳カード
等）が必要です。
※別世帯の方が届
出する場合は、世
帯主からの委任状
が必要です。

退職者医療制度の対象となるとき

国保の資格がなくなっているのに届出が遅れると、保険証が手元にあるのでそれを使って診療をうけてしまう場合が
あります。このようなときは、国保で負担した医療費はあとで返していただくことになります。

国保をやめる届出が遅れると…

他の市町村から転入したとき

職場の健康保険等をやめたとき

生活保護を受けなくなったとき

子どもが生まれたとき

外国籍の人が加入するとき

他の市町村に転出するとき

職場の健康保険等に加入したとき

生活保護を受けることになったとき

死亡したとき

外国籍の人がやめるとき

住所、世帯主、氏名等が変わったとき

保険証を汚したとき

保険証を紛失したとき

修学や施設入所のため、他市町村に住むとき

退職者医療制度の対象となったとき

保険証（世帯に国保加入者がいるとき）、身分証

保険証、身分証

保険証、職場の保険証または健康保険資格取得証明書、身分証

保険証、保護開始決定通知書、身分証

保険証、喪主の印鑑、喪主の口座情報が分かるもの（通帳等）

保険証、在留カードまたはパスポート

保険証、身分証

保険証、身分証

身分証

保険証、在学・在園証明書、身分証

国
保
に
加
入
す
る

国
保
を
や
め
る

そ
の
他

健康保険資格喪失証明書、
保険証（世帯に国保加入者がいるとき）、身分証

保護廃止決定通知書、
保険証（世帯に国保加入者がいるとき）、身分証

保険証、分娩費用明細書、印鑑、世帯主の口座情報が分かるもの（通帳等）
※直接支払い制度を利用していない方は国保課窓口にお問い合わせください。

保険証、年金証書、身分証
※職場の健康保険等をやめた方で国保加入手続きがお済みでない場合は、健康
保険資格喪失証明書もお持ちください。

在留カードまたはパスポート
指定書（在留の資格が特定活動の場合）

必要なものこんなとき

国民健康保険課からのお知らせ

こんなときには１４日以内に届出を！
国保へ加入またはやめる場合は、１４日以内に国保課窓口に届出してください。
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昨年１１月７日（水）に沖縄ターミナル株式会社の屋外タンク
貯蔵所から原油漏洩事故が発生したことと、その他の屋外タンク
貯蔵所においても不良個所が確認されました。
このことにより本市は、火災予防上の危険や消防法令違反を
把握し、その旨の命令を下記のとおり発令しましたのでお知らせ
します。なお、この公示は消防法に基づき行っています。

※この上記した内容は、掲載時に改善され、命令が解除されている場合も
あります。

春
休
み
や
行
楽
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ン
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２
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う
る
ま
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山
道
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訓
練
に
は
、消
防
団
員
27
名
が
参
加
し
事

故
や
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が
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し
た
際
に
迅
速
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つ
的

確
な
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が
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え
る
よ
う
進
入
経
路
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確
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を
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に
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こ
と
が
で
き
ま
し
た
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た
、各
地
区
の
消

防
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士
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連
携
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深
め
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が
で

き
ま
し
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消
防
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で
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し
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日
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に
つ
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て

消
防
設
備
等
は
、い
つ
い
か
な
る
場
合
に

火
災
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発
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し
て
も
確
実
に
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す
る
も
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で
な
け
れ
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な
ら
な
い
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で
、日

ご
ろ
の
維
持
管
理
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れ
る
こ
と
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必
要
で
す
。

消
防
法
に
よ
り
消
防
用
設
備
等
を
設
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す

る
こ
と
が
義
務
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け
ら
れ
て
い
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防
火
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象

物
の
関
係
者（
所
有
者
・
管
理
者
・
占
有
者
）は
、

そ
の
設
置
し
た
消
防
用
設
備
等
を
定
期
的
に

点
検
し
、そ
の
結
果
を
消
防
長
又
は
消
防
署

長
に
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告
す
る
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務
が
あ
り
ま
す
。
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扱
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を
行
い
ま
し
た

３
月
５
日
、平
成
24
年
度
沖
縄
振
興
特
別

推
進
交
付
金
事
業
で
整
備
し
た
原
子
力
艦

防
災
活
動
資
機
材
の
取
扱
い
訓
練
を
石
川

消
防
署
で
実
施
し
ま
し
た
。

訓
練
は
、市
の
防
災
係
と
基
地
対
策
係
の

担
当
職
員
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講
師
に
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地
域
防
災
計
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に
つ
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て
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子
力
艦
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に
伴
う

現
状
と
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題
に
つ
い
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の
後
、資
機

材
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取
扱
い
訓
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実
施
し
ま
し
た
。

う
る
ま
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３
か
所
し
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な
い
米
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防
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は
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関
係
部
局
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連
携
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に
し

な
が
ら
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民
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全
・
安
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の
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保
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た
め
訓
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に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

【
消
防
団
員
募
集
】

う
る
ま
市
消
防
団
で
は
、新
規
の
消
防
団

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
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し
く
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防
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だ
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い
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警防課
☎975－2006
予防課
☎975－2119

消
防
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か
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の
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ら
せ

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

訓練に参加した消防団のみなさん

【
点
検
の
種
類
と
期
間
】

・
機
器
点
検（
６
か
月
に
１
回
以
上
）

・
総
合
点
検（
１
年
に
１
回
以
上
）

【
報
告
期
間
】

・
特
定
防
火
対
象
物
は
１
年
に
１
回
報
告

・
非
特
定
防
火
対
象
物
は
３
年
に
１
回
報
告

※
一
定
の
規
模
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防
火
対
象
物
は
消
防
設
備

士
又
は
消
防
設
備
点
検
資
格
者
に
よ
る

点
検
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
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部
予
防
課
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い
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わ
せ
く
だ
さ
い
。
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【火災予防上の命令を受けている対象物】

命令を受けている危険物製造所等

原油を貯蔵する浮き屋根式特定野外
タンク貯蔵所において、タンク本体及び浮
き屋根の修理等について命令したもので
ある。

命令を受けた者

事 　 項

命 令 年 月 日

施設の所在地

施 設 の 名 称

うるま市与那城平安座６４８３番地
沖縄ターミナル株式会社
代表取締役社長　三溝　芳春

うるま市与那城平安座６４８３番地

屋外タンク貯蔵所

・平成２４年１２月２７日
・平成２５年２月１８日
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